
事 務 連 絡  

平成 ３０年 ４月 ２日  

 市内 放課後等デイサービス事業所 管理者 各位 

健康福祉局障害保健福祉部障害計画課長  

平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後等デイサービスの 

報酬区分の導入について（通知） 

日頃より本市福祉行政に御協力いただきありがとうございます。 

標記の件については、平成３０年２月１３日に厚生労働省から放課後等デイサービスの適切な評価を

行うために「基本報酬について、利用者の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を設定する」と通

知されたところです。

平成３０年４月１日以降の放課後等デイサービスの支給決定（更新を含む）については、支給決定を

行う区役所、地区健康福祉ステーションにおいて、国が新たに定めた指標に基づき聞き取りによる調査

を行い、指標の判定を行うこととなります。

なお、すでに放課後等デイサービスを利用している児童については、支給決定期間が更新されるまで

の間（平成３１年３月３１日まで）に限り、国の指標の判定に準ずる状態として、本市においては以下

のとおり判定するものとします。

１ 本市における判定の取り扱いについて

（１）すでに放課後等デイサービスを利用している児童で、以下のいずれかに該当する児童を指標の

該当とします。

①身体障害者手帳の等級が１級・２級の児童

②療育手帳の程度がＡ１・Ａ２の児童

③身体障害者手帳の等級が３級であり、かつ療育手帳の程度がＢ１の児童

④精神障害者保健福祉手帳の程度が１級の児童

（２）平成３０年４月１日以降に放課後等デイサービスの支給決定（更新を含む）を受ける児童

 支給決定の手続き（更新を含む）において、国の定める指標について聞き取りによる調査を行い、

指標の判定を行います。

２ 放課後等デイサービス事業所が行うこと 

 報酬区分を判定する際に用いる障害児の数については、国事務連絡において、「当該年度の前年

度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の延べ利用人

数を用いる。放課後等デイサービスの報酬区分において区分１（１の１、１の２を含む）を算定す



るには、指標該当児の当該年度の前年度の利用延べ人数を、上記の延べ利用人数で除して得た数が

５０％以上であること。なお、この割合の算出に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるもの

とする。」とされています（詳細は報酬告示等を御参照ください）。 

 平成３０年４月１日においては、現在の利用児童について指標判定は行われていないことから、

前年度の利用延べ人数から報酬区分を判定することはできないため、現在の利用児童については上

記「１」のとおり指標該当の判定を本市が行い、指標該当児童については、平成３０年３月３０日

付けで、当課から保護者等あてに「放課後等デイサービス指標該当児」と記載した通知を送付しま

す。放課後等デイサービス事業所におかれましては、保護者等に通知の提示を受け指標該当児童の

確認を行い、平成３０年４月１日時点の在籍児童数（契約児童数）に占める指標該当児童の割合に

より、報酬区分を判定するようお願いいたします。なお、保護者等へは別紙のとおり御案内してお

ります。 
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川崎市健康福祉局 

放課後等デイサービス利用に係る指標判定について（通知） 

平成３０年３月３０日 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課長 

 平成３０年４月１日以降の放課後等デイサービスの利用に際しては、国が新たに定めた指標について、聞き取りによる

調査を行い指標の判定を行うこととなりましたが、本市においては、現時点で放課後等デイサービスを利用されている児

童については、平成３０年度中に支給決定が更新されるまでの間（平成３１年３月３１日まで）に限り、国の指標の判定

に準ずる状態として判定を行うこととなりました。 

 つきましては、以下の放課後等利用児童については、次のとおり判定しましたので、通知します。 

対象児童氏名（受給者番号） 川崎 幸子（受給者番号：0100000000） 

判定結果 放課後等デイサービス指標該当児 

※原則として、判定結果は更新時まで変更されません。 

御   注   意 

１ 当該通知は、すみやかに現在利用している放課後等デイサービス事業者に提示してください。 

２ 放課後等デイサービスにおける指標の判定については、国の制度改正により放課後等デイサービスに報酬区分が導入

されることによるものとなります。なお、放課後等デイサービス事業所は、指標の判定結果を理由にサービス提供を拒

否することはできないこととなります。また、指標判定による該当・非該当により、提供されるサービス内容に違いは

生じないものとなります。 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 

電話 044-200-2675

（見本） 別 紙 



放課後等デイサービスをご利用の皆さまへ 

平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後等デイサービスの 

報酬区分が導入されます（ご案内） 

 平成３０年２月１３日に厚生労働省から放課後等デイサービスの適切な評価を行うために、「基本報酬

について、利用者の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を設定する」と通知がありました。 

 平成３０年４月１日以降の放課後等デイサービスの支給決定（支給の更新も含む）につきましては、支

給決定が行われる区役所、地区健康福祉センターにおいて、国が新たに定めた指標について聞き取りによ

る調査を行い、指標の判定を行います。 

 現時点で放課後等デイサービスをご利用しているお子さんにつきましては、支給決定期間が更新され

るまでの間（平成３１年３月３１日まで）に限り、国の指標の判定に準ずる状態として、川崎市において

は以下のとおり判定するものとしますので、ご案内いたします。 

記 

１ 川崎市における判定の取り扱いについて 

（１）すでに放課後等デイサービスを利用しているお子さんで、以下のいずれかに該当するお子

さんを指標の該当とします。 

①身体障害者手帳の等級が１級・２級のお子さん 

②療育手帳の程度がＡ１・Ａ２のお子さん 

③身体障害者手帳の等級が３級でかつ療育手帳の程度がＢ１のお子さん 

④精神障害者保健福祉手帳の程度が１級のお子さん 

※原則として、判定結果は、更新時まで変更されません。 

（２）平成３０年４月１日以降に放課後等デイサービスの支給決定（更新を含む）を受ける方 

 支給決定の手続き（更新を含む）において、国の定める指標について聞き取りによる調査を

行い、指標の判定を行います。 

２ 川崎市における判定結果の通知について（該当のお子さんのみ通知） 

 すでに放課後等デイサービスを利用しているお子さんで、川崎市における判定の取り扱いにおいて指

標該当と判定したお子さんについては、保護者等様あてに「放課後等デイサービス指標該当児」と記載し

た通知を送付します。通知は、すみやかに利用している事業者へ提示するようお願いいたします。なお、

更新の支給決定後は障害児通所受給者証（ピンク色）の特記事項欄に「放課後等デイサービス指標該当

児」と表記されます。新しい受給者証は、すみやかに事業者へ提示するようお願いいたします。 

３ 留意事項について 

 この報酬区分の導入は、国の制度改正によるものです。指標の判定は、通所支援事業者の報酬区分に関

するものですが、これらの障害の程度を理由に、事業者がサービス提供を拒否することはできないことと

されています（平成２４年厚生労働省令第１５号によります）。また、指標判定による該当・非該当によ

り、提供されるサービスに違いは生じないものとなります。 

※ご不明点等は、受給者証に記載の「問い合わせ先」へご確認ください。 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 


